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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認富山地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

富山厚生年金 事案 902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（40 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる

ことから、当該期間の標準賞与額に係る記録を 40 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年４月 30 日 

Ａ社における申立期間の賞与について、年金事務所から年金記録に反映

されていない可能性がある旨の連絡があった。 

私が所持する旧姓名義の総合口座通帳には、申立期間に賞与が入金され

ているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された銀行の総合口座通帳及びＡ社が加入しているＢ健康

保険組合から提出された申立期間に係る適用台帳により、申立人は、申立期

間において、その主張する標準賞与額（40 万円）に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、「平成 15 年４月 30 日付支給の決算賞与に係る保険料の納

付は行った。当該納付の中に申立人が含まれるか否かは分からない。」と回

答しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



                      

富山厚生年金 事案 903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を 31 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年７月 31 日 

Ａ社における申立期間の賞与について、年金事務所から年金記録に反映

されていない可能性がある旨の連絡があった。 

私が所持する預金通帳には、申立期間に賞与が入金されているので、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳により、申立人は、申立期間において、Ａ

社から賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

   また、上記の賞与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる

関連資料は無いが、申立人名義の預金通帳から確認できる賞与振込額につい

て検証したところ、標準賞与額（31 万円）に見合う厚生年金保険料が控除さ

れていたと推認できることから、申立期間の標準賞与額については、31 万円

とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

  



                      

富山厚生年金 事案 904 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年 12 月１日までの

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和 25

年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25 年３月６日から同年 12 月１日まで 

私は、昭和 25 年３月６日にＡ社Ｂ支店に入社したが、年金記録によると、

厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年 12 月１日となっている。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 25 年４月１日から同年 12 月１日までの期間につ

いては、Ａ社から提出された従業員カード及び同社の回答により、申立人

は、同社Ｂ支店に正社員として勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社は、申立人に係る厚生年金保険の被保険者資格取得日の届出

書は保存されていないものの、申立人は在籍期間中、厚生年金保険に加入

していた旨の回答をしている。 

さらに、申立人が入社した年の前年及び翌年の３月中にＡ社Ｂ支店に採

用された同僚二人は、同社同支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿によると、いずれも入社した年の４月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得していることが確認できる。 

加えて、その二人の同僚からは、申立人が入社した年とその前後の年で

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の加入の取扱いが異なっていたことをう

かがわせる供述は得られなかった。 

  



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社Ｂ支店において昭和 25 年

４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同日から同年 12 月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る

昭和 25 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 25 年３月６日から同年４月１日までの期間

については、Ａ社から提出された従業員カードにより、申立人は、同社Ｂ

支店に見習として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、前記１のとおり、申立人が入社した年の前年及び翌年の

３月中にＡ社Ｂ支店に採用された二人の同僚は、いずれも４月１日に厚生

年金保険の被保険者資格を取得している上、その二人の同僚は「自分が入

社した年と申立人が入社した年で、厚生年金保険の加入条件に変更はなか

ったと思う。」と供述している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 905 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、Ａ共済組合員として掛金をＢ団体により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 12 月３日から平成元年８月５日まで 

私は、申立期間にＣ店（Ｄ事業所（現在は、Ｅ事業所））でパートとし

て仕事をしていたが、その間のＡ共済組合員の記録が欠落しているので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＥ事業所の回答により、申立人が申立期間においてＤ

事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ｅ事業所は、「申立人は臨時雇用の契約職員であり、申立期間当

時は、臨時・パート雇用者について、Ａ共済組合に加入させていない状況が

あった。申立人の給与から共済組合の掛金は控除していない。」と回答して

いる。 

また、Ｅ事業所から提出された申立期間の一部である平成元年３月から同

年６月までの「キュウヨ領収書」によると、申立人の給与からＡ共済組合の

掛金が控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ共済組合は、申立期間における申立人の共済組合員の記録は確

認できない旨の回答をしている。 

このほか、申立人の申立期間におけるＡ共済組合の掛金の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人がＡ共済組合員として、申立期間に係る掛金をＢ団体により給

与から控除されていたと認めることはできない。 




